
 

 

 

小規模保育事業の認可に伴う意見について 

 

１． 小規模保育事業とは 

  小人数（定員６人～定員１９人）を対象に、家庭的保育に違い雰囲気のもと、

きめ細かな保育を行う事業です。 

  設置者は、児童福祉法等による「認可」と、子ども・子育て支援法による「確

認」を受ける必要があります。 

  「認可」も「確認」も町が行います。 

 

２． 設置者及び園名 

  株式会社 childhome 

    代表取締役 布施 僚太 

  ちゃいるどほーむ（仮称） 

 

３． 住所 

  寒川町岡田 2 丁目（寒川小学校そば） 

  別紙地図参照 

 

４． 予定定員 

  ０歳児  ３人 

  1 歳児  ８人 

  ２歳児  ８人 

  合 計 １９人 

 

５． 保育を提供する日 

  月曜日から土曜日 

  休日：日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

６． 保育時間 

  月曜日～金曜日 

  開所時間    ７時～１９時 

  標準時間保育  ７時～１８時 

   延長保育時間 １８時～１９時 

  短時間保育   ８時～１６時 

   延長保育時間 ７時～８時・１６時～１９時 

資料３ 



 

 

 

  土曜日 

  開所時間    ８時～１６時 

   標準時間保育・短時間保育ともに延長保育なし 

 

７．開所予定日 

  令和５年４月１日 

 

 





 



 



 

 

○寒川町家庭的保育事業等の認可に係る手続等に関する規則（抜粋） 

 

（意見の聴取） 

第３条 法第34条の15第４項の規定による意見の聴取は、寒川町子ども・子育て会議（寒川町子ども・

子育て会議条例（平成25年寒川町条例第20号）第１条に規定する寒川町子ども・子育て会議をいう。）

の意見を聴く方法で行うものとする。 

 

 

〇児童福祉法（抜粋） 

〔家庭的保育事業等〕 

第３４条の１５  

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置し

ている場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当

事者の意見を聴かなければならない。 

 


